
 

仕  様  書 

 

１ 工事名称 

仙台航空気象観測所空調機Ｖベルト交換工事 

 

２ 工事場所 

宮城県名取市下増田字南原 仙台航空気象観測所 

 

３ 工事期限    

令和８年６月１９日（金） 

 

４ 工事概要    

本工事は、異音が発生している空調機のＶベルトを交換するものである。 

 

５ 一般事項   

（１） 本仕様記載以外のことは国土交通大臣官房官庁営繕部監修｢公共建築工事標準仕様書

（機械設備工事編）｣（最新版）、「公共建築改修工事標準仕様書（機械設備工事編）」

（最新版）による。 

   （２）本工事は関係する法令等に基づき実施すること。 

 

６ 特記事項   

（１）三菱重工製ＡＳＶＰ２２４４の既存Ｖベルトについて、ＶベルトＡ－２６（ＳＳＡ９２１

Ａ０２９Ｃ）に交換すること。 

 

７ 提出書類   

別紙の提出書類一覧により、汎用性の高い形式（Excel、Word、PDF 等）の電子ファイルで、

原則オンラインにより提出すること。なお、図面ファイルは JW－CAD 型式（.jww）及び 

AutoCAD 形式（.dwg）、画像ファイルは JPEG 型式とすること。 

 

８ 監  督    

発注者が任命する監督職員により、本仕様書等の内容に適合するか否かについて、監督を行う。  

 

９ 検  査    

給付確認のため、発注者が任命する検査職員により検査を実施する。 

指摘箇所は速やかに手直しを行い、工事期限内に再度検査を受けること。 

 

10 そ の 他   

（１）本工事に伴う発生材は全て場外搬出のうえ、適法に処分すること。 

   （２）施工中の安全管理は関係法令等に十分留意し実施すること。 



 
（３）本工事に関する資材や工具等は、監督職員の指示する場所へ保管すること。 

（４）本工事対象外の施設等に損傷を与えた場合は、受注者の責において原形に復すること。 

（５）本仕様に疑義を生じた場合は監督職員と協議のうえ、その指示に従うこと。 

（６）作業時間は原則として平日の９：００～１７：００とすること。 

（７）騒音・振動を伴う作業を実施する場合は、作業時間及び作業内容について事前に監督職員 

と協議のうえ、指示に従うこと。 

（８）本工事上必要な官公署等に対する諸手続きは遅延なく行い、費用は受注者の負担とする 

こと。 

（９）受注者は、「公共工事の品質確保の促進に関する法律の一部を改正する法律」（令和6年 

6月19日法律第54号）に基づき、公共工事等に従事する者の業務上の負傷等に対する補償 

に必要な金額を担保するための保険（法定外の労災保険）へ加入すること。 

（10）高所作業が生じる場合は、労働安全衛生法施行令第13条第3項第28号における墜落制 

止用器具の着用は、「墜落制止用器具の規格」（平成31年1月25日厚生労働省告示第11 

号）による墜落制止用器具（フルハーネス型墜落制止用器具、胴ベルト型墜落制止用器具及 

びランヤード等）とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 






